
-1- 

指定居宅指定居宅指定居宅指定居宅サービスサービスサービスサービス等等等等のののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    資料資料資料資料6666----1111    

 

省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

１．従業者の基準及び従業者数  

 � 訪問介護の従業者の員数及び管理者 
� 訪問介護員等 介護福祉士又は養成研修修了者である者

を常勤換算方法で２．５以上配置。 

� サービス提供責

任者 

常勤の訪問介護員等（介護福祉士又は所

定の養成研修修了者であるものに限る。）の

うちから、利用者４０人又はその端数を増す

ごとに、原則として１人以上を選任。 

※介護予防訪問介護と一体的に運営されている場合は、指定介護予

防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

第５条、第６条 

 

 � 基準該当訪問介護の従業者の員数及び管理者 
� 訪問介護員等 介護福祉士又は養成研修修了者である者

を３人以上配置。 

� サービス提供責

任者 

訪問介護員等のうちから、原則として１人以

上を選任。 

※介護予防訪問介護と一体的に運営されている場合は、指定介護予

防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

第４０条、第４１条 

 � 訪問入浴介護の従業者の員数及び管理者 
� 訪問入浴介護従

業者 

看護職員１以上、介護職員２以上を配置。１

人以上は常勤。 

※介護予防訪問入浴介護と一体的に運営されている場合は、指定介

護予防サービスの基準を満たすことに加えて、介護職員を 1 人配置

すれば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

第４５条、第４６条 

 � 訪問入浴介護のサービス提供従事者等 
� サービス提供は、１回の訪問につき、原則として看護職員１人と

介護職員２人で実施。  

第５０条第４号 

 � 基準該当訪問入浴介護の従業者の員数及び管理者 
� 訪問入浴介護従

業者 

看護職員１以上、介護職員２以上を配置。 

※基準該当介護予防訪問入浴介護と一体的に運営されている場合

は、基準該当介護予防サービスの基準を満たすことに加えて、介護

職員を 1 人配置すれば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

第５５条、第５６条 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 基準該当訪問入浴介護のサービス提供従事者等 

� サービス提供は、１回の訪問につき、原則として看護職員１人と

介護職員２人で実施。  

第５０条第４号（第５８条による準用） 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

 � 訪問看護の従業者の員数及び管理者 
訪問看護ステーションの場合 

 � 看護職員 常勤換算方法で２．５以上を配置。

１人は常勤 

 � 理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士 

実情に応じた適当数を配置。 

指定訪問看護を担当する医療機関の場合 

 � 看護職員 適当数を配置。 

※介護予防訪問看護と一体的に運営されている場合は、指定介護予

防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなされる。 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスと一体的

に運営されている場合は、これらの地域密着型サービスの基準を満

たせば、上記の看護職員配置基準を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の保健師又は看護師（必要な知識・技

能を有する者に限る。）を配置。当該事業所

の他の職務等と兼任可。  

第６０条、第６１条 

 � 訪問リハビリテーションの従業者の員数 
� 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置。 

※介護予防訪問リハビリテーションと一体的に運営されている場合は、

指定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみ

なされる。 

第７６条 

 � 居宅療養管理指導の従業者の員数 
病院又は診療所の場合 

 � 医師又は歯科医師 １人以上を配置。 

 � 薬剤師、看護職員、歯

科衛生士又は管理栄

養士 

サービス内容に応じた適当数を配

置。 

薬局の場合 

 � 薬剤師 １人以上を配置。 

訪問看護ステーションの場合 

 � 看護職員 １人以上を配置。 

※介護予防居宅療養管理指導と一体的に運営されている場合は、指

定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなさ

れる。 

第８５条 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 通所介護の従業者の員数及び管理者 
� 生活相談員 サービス提供日ごとに、提供時間帯の時間

数に対する専従者の合計勤務時間の割合

を１以上確保するために必要な数を配置。 

� 看護職員 単位ごとに専従する者１

以上を確保するために必

要な数を配置。 

� 介護職員 単位ごとに、提供単位時

間数に対する従事者の

合計勤務時間の割合を１

以上（利用者が１５人を

超える場合は、１５人を超

える部分の利用者数を５

で除して得た数に１を加

えた数以上）確保するた

めに必要な数を配置。単

位ごとに常時１人以上が

従事。他の単位の職務と

兼任可。 

利用定員１０人

以下の場合は、

単位ごとに、提

供単位時間数

に 対 す る 従 事

者の合計勤務

時間の割合を１

以 上 確 保 す る

た め に 必 要 な

数の配置で可。

単位ごとに常時

１ 人 以 上 が 従

事。他の単位の

職務と兼任可。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

※生活相談員又は介護職員（利用定員１０人以下の場合は、生活相

談員、看護職員又は介護職員）のうち１人以上は常勤。 

第９３条、第９４条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

 ※介護予防通所介護と一体的に運営されている場合は、指定介護予

防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

 

 � 療養通所介護の従業者の員数及び管理者 
� 看護職員 

� 介護職員 

利用者１．５以上に対し、提供時間帯を通じ

て専従する者１以上を確保するために必要

な数を配置。そのうち１人以上は常勤の看

護師（当該事業所の他の職務等と兼任可）。 

 
� 管理者 常勤の看護師（必要な知識・技能を有する

者に限る。）を配置。当該事業所の他の職

務等と兼任可。  

第１０５条の４、第１０５条の５ 

 � 基準該当通所介護の従業者の員数及び管理者 
� 生活相談員 サービス提供日ごとに、提供時間帯の時間

数に対する専従者の合計勤務時間の割合

を１以上確保するために必要な数を配置。 

� 看護職員 単位ごとに専従する者１

以上を確保するために必

要な数を配置。 

� 介護職員 単位ごとに、提供単位時

間数に対する従事者の

合計勤務時間の割合を１

以上（利用者が１５人を

超える場合は、１５人を超

える部分の利用者数を５

で除して得た数に１を加

えた数以上）確保するた

めに必要な数を配置。単

位ごとに常時１人以上が

従事。他の単位の職務と

兼任可。 

利用定員１０人

以下の場合は、

単位ごとに、提

供単位時間数

に 対 す る 従 事

者の合計勤務

時間の割合を１

以 上 確 保 す る

た め に 必 要 な

数の配置で可。

単位ごとに常時

１ 人 以 上 が 従

事。他の単位の

職務と兼任可。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

※基準該当介護予防通所介護と一体的に運営されている場合は、基

準該当介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものと

みなされる。 

� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

第１０６条、第１０７条 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 通所リハビリテーションの従業者の員数 
� 医師 常勤の医師１以上を配置。 

提供時間を通じて専従する者１以上（利用

者が１０人を超える場合は、利用者数を１０

で除して得た数以上）確保するために必要

な数を配置。 

� 理学療法士、作

業療法士、言語

聴覚士、看護職

員又は介護職員 

そのうち、理学療

法士、作業療法

士又は言語聴覚

士については、

利用者１００又は

その端数を増す

ごとに１以上確保

するために必要

な数を配置。 

診療所である場合は、

そのうち、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚

士又は通所リハビリテ

ーション等の従事経験

１年以上の看護師につ

いて、常勤換算方法で

０．１以上確保するため

に必要な数を配置。 

※介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営されている場合は、

指定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみ

なされる。 

第１１１条 
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 � 短期入所生活介護の従業者の員数及び管理者 
� 医師 １人以上を配置。 

� 生活相談員 常勤換算方法で利用者１００又はその端数

を増すごとに１人以上を配置。利用定員２０

人未満の併設事業所を除き、そのうち１人以

上は常勤。 

� 介護職員又は看

護職員 

常勤換算方法で利用者３又はその端数を増

すごとに１人以上を配置。利用定員２０人未

満の併設事業所を除き、そのうち１人以上は

常勤。 

� 栄養士 １人以上を配置。ただし、利用定員４０人以

下の場合は、他の社会福祉施設等の栄養

士との連携等により利用者の処遇に支障が

ない限り、配置不要。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

� 調理員その他の

従業者 

実情に応じ適当数を配置。 

※特別養護老人ホームの空床利用の場合は、上記にかかわらず、利

用者を当該施設の入所者とみなした場合に特別養護老人ホームと

して必要となる数を確保するために必要な数を配置する。 

※介護予防短期入所生活介護と一体的に運営されている場合は、指

定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなさ

れる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

第１２１条、第１２２条 

 � 短期入所生活介護従事者の配置 
� 常時１人以上の介護職員が介護に従事。  

第１３０条第６項 

 � ユニット型短期入所生活介護従事者の配置 
� 常時１人以上の介護職員が介護に従事。 

 
� 昼間は、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員

を配置。 

� 夜間・深夜は、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜勤従事者として配置。 

� ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置。 

� 利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務を除き、事業所の従

業者によってサービスを提供。  

第１４０条の８第７項、第１４０条の１１の２ 

第２項・第３項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 基準該当短期入所生活介護の従業者の員数及び管理

者 
� 生活相談員 １人以上を配置。 

� 介護職員又は看

護職員 

常勤換算方法で利用者３又はその端数を増

すごとに１人以上を配置。 

� 栄養士 １人以上を配置。ただし、他の社会福祉施

設等の栄養士との連携等により利用者の処

遇に支障がない場合は、配置不要。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

� 調理員その他の

従業者 

実情に応じ適当数を配置。 

※基準該当介護予防短期入所生活介護と一体的に運営されている

場合は、基準該当介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満

たすものとみなされる。 

� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

第１４０条の２７、第１４０条の２８ 
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 � 基準該当短期入所生活介護従事者の配置 
� 常時１人以上の介護職員が介護に従事。  

第１３０条第６項（第１４０条の３２による準

用） 

 � 短期入所療養介護の従業者の員数 
介護老人保健施設の場合 

 � 医師 

 � 薬剤師 

 � 看護職員 

 � 介護職員 

 � 支援相談員 

 � 理学療法士又は作業療法士 

 � 栄養士 

利用者を当該介護老人保

健施設の入所者とみなした

場合に介護老人保健施設と

して必要となる数を確保する

ために必要な数以上を配

置。 

指定介護療養型医療施設の場合 

 � 医師 

 � 薬剤師 

 � 看護職員 

 � 介護職員 

 � 栄養士 

 � 理学療法士又は作業療法士 

利用者を当該指定介護療

養型医療施設の入所者とみ

なした場合に指定介護療養

型医療施設として必要となる

数を確保するために必要な

数以上を配置。 

その他療養病床を有する病院又は診療所の場合 

 � 医師 

 � 薬剤師 

 � 看護職員 

 � 介護職員 

 � 栄養士 

 � 理学療法士又は作業療法士 

療養病床を有する病院又は

診療所として必要となる数を

確保するために必要な数以

上を配置。 

その他の診療所の場合 

 � 看護職員 

 � 介護職員 

常勤換算方法で利用者・入院患者３又はその

端数を増すごとに１以上を配置。夜間において

は、緊急連絡体制を整備し、１人以上を配置。 

※介護予防短期入所療養介護と一体的に運営されている場合は、指

定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなさ

れる。 

第１４２条 

 � ユニット型短期入所療養介護従事者の配置 
� 昼間は、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員

を配置。 

� 夜間・深夜は、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職

員を夜勤従事者として配置。 

� ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置。 

� 利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務を除き、事業所の従

業者によってサービスを提供。  

第１５５条の１０の２第２項・第３項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 特定施設入居者生活介護の従業者の員数及び管理者 
� 生活相談員 常勤換算方法で利用者１００又はその端数

を増すごとに１人以上を配置。１人以上は常

勤。 

� 看護職員 常勤換算方法で１以上（利用者

が３０を超える場合は、１に利用

者が３０を超えて５０又はその端

数を増すごとに１を加えて得た

数以上）を配置。そのうち１人以

上は常勤。 

� 介護職員 

常勤換算

方法で利

用者３又

はその端

数を増す

ご と に １

人以上を

配置。 

サービス提供に従事する者が

常に１以上確保。そのうち１人

以上は常勤。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

� 計画作成担当者 １人以上を配置（利用者１００又はその端数

を増すごとに１を標準）。当該事業所の他の

職務と兼任可。  

第１７５条、第１７６条 
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※介護予防特定施設入居者生活介護と一体的に運営されている場

合は、上記にかかわらず、次のとおり。 

� 生活相談員 常勤換算方法で介護予防サービス利用者

を含む総利用者１００又はその端数を増すご

とに１人以上を配置。１人以上は常勤。 

� 看護職員 常勤換算方法で１以上

（総利用者が３０を超え

る場合は、１に総利用

者が３０を超えて５０又

はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以

上）を配置。そのうち１

人以上は原則常勤。 

� 介護職員 

常勤換算方法で

利用者及び要支

援者である介護

予防サービス利

用者３又はその

端数を増すごと

に１並びに要支

援者である介護

予防サービス利

用者１０又はその

端数を増すごと

に１以上を配置。 

サービス提供に従事す

る 者 が 常 に １ 以 上 確

保。そのうち１人以上は

原則常勤。 

� 機能訓練指導員 訓練を行う能力を有する者１以上を配置。当

該事業所の他の職務と兼任可。 

� 計画作成担当者 １人以上を配置（総利用者１００又はその端

数を増すごとに１を標準）。当該事業所の他

の職務と兼任可。 

 
� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

 

� 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の従業

者の員数及び管理者 
� 生活相談員 常勤換算方法で利用者１００又はその

端数を増すごとに１人以上を配置。１人

以上は常勤（当該事業所の他の職務と

兼任可）。 

� 介護職員 常勤換算方法で利用者１０又はその端

数を増すごとに１人以上を配置。 

� 計画作成担当者 １人以上を配置（利用者１００又はその

端数を増すごとに１を標準）。当該事業

所の他の職務と兼任可。 

� その他の従業者  

常
に
１
以
上
の
従
業
者
を
確
保 

※外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護と一体的

に運営されている場合は、上記にかかわらず、次のとおり。 

� 生活相談員 常勤換算方法で介護予防サービス利

用者を含む総利用者１００又はその端

数を増すごとに１人以上を配置。１人以

上は常勤（当該事業所の他の職務と兼

任可）。 

� 介護職員 常勤換算方法で利用者１０又はその端

数を増すごとに１及び介護予防サービ

ス利用者３０又はその端数を増すごとに

１以上を配置。 

� 計画作成担当者 １人以上を配置（総利用者１００又はそ

の端数を増すごとに１を標準）。１人以

上は常勤（当該事業所の他の職務と兼

任可）。 

� その他の従業者  

常
に
１
以
上
の
従
業
者
を
確
保 

 
� 管理者 管理者を配置。当該事業所の他の職務等と

兼任可。  

第１９２条の４、第１９２条の５ 従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 福祉用具貸与の従業者の員数及び管理者 
� 福祉用具専門相

談員 

常勤換算方法で２以上を配置。 

 

第１９４条、第１９５条 
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※介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売又は特定福

祉用具販売と一体的に運営されている場合は、それぞれの指定介

護予防サービスの基準又は指定特定福祉用具販売の基準を満た

せば、上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

 

� 基準該当福祉用具貸与の従業者の員数及び管理者 
� 福祉用具専門相

談員 

常勤換算方法で２以上を配置。 

 ※基準該当介護予防福祉用具貸与と一体的に運営されている場合

は、基準該当介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たす

ものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

第２０５条の２、第１９５条（第２０６条による

準用） 従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 特定福祉用具販売の従業者の員数及び管理者 
� 福祉用具専門相

談員 

常勤換算方法で２以上を配置。 

 ※介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売又は福祉

用具貸与と一体的に運営されている場合は、それぞれの指定介護

予防サービスの基準又は指定福祉用具貸与の基準を満たせば、

上記を満たすものとみなされる。 

� 管理者 常勤の管理者を配置。当該事業所の他の

職務等と兼任可。  

第２０８条、第２０９条 

２．備えるべき居室等の床面積  

 � 療養通所介護の専用の部屋の床面積 
� 専用の部屋 ６．４㎡に利用定員を乗じた面積以上。  

第１０５条の７第１項・第２項 

� 通所リハビリテーションの専用の部屋等の床面積 
� 専用の部屋等（介護老人保健施

設の場合は、リハビリテーションに

供用される食堂の面積を加算） 

３㎡に利用定員を乗じた面

積以上。 

 

第１１２条第１項 

� 短期入所生活介護の居室の床面積 
� 居室 利用者１人当たりの床面積が１０．６５㎡以上。 

 ※平成１２年４月１日に現に存する老人短期入所事業を行う施設又

は老人短期入所施設については、適用除外。 

第１２４条第３項第１号・第６項第１号ロ、

附則第３条 

� 基準該当短期入所生活介護の居室の床面積 
� 専用の部屋 ６．４㎡に利用定員を乗じた面積以上。  

第１４０条の３０第１項第１号・第２項第１

号ロ 

� ユニット型短期入所生活介護の居室の床面積 
� 居室 利用者１人当たりの床面積が１０．６５㎡以上。

ユニットに属さない居室を改修したものについ

ては、視線の遮断が確保される限り、居室の隔

壁に関し天井との間の一定の隙間を許容。  

第１４０条の４第６項第１号イ（３） 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 短期入所療養介護の療養室・病室の床面積 
介護老人保健施設の場合 

 � 療養室 利用者１人当たりの床面積が８㎡以上。 

指定介護療養型医療施設その他療養病床を有する病院又は診療

所の場合 

 � 病室 内法による測定で入院患者１人当たりの床面積

が６．４㎡以上。 

第１４３条第１項第１号・第２号・第３号・第

４ 号イ、附則第８条、附則第１２条 
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その他の診療所の場合 

 � 病室 利用者１人当たりの床面積が６．４㎡以上。  
  従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� ユニット型短期入所療養介護の療養室・病室の床面

積等 
� 療 養 室 又 は

病室 

一室の定員は１人（サービス提供上必要な場合

は２人）。いずれかのユニットに属し、ユニットの

定員は概ね１０人以下。利用者・入院患者１人

当たりの床面積が１０．６５㎡以上（定員２人の

居室については２０．３㎡を標準）。ユニットに属

さない居室を改修したものについては、視線の

遮断が確保される限り、居室の隔壁に関し天井

との間の一定の隙間を許容。  

第１５５条の４第１項第１号・第２号・第３

号・第４号 

３．サービスの適切な利用・適切な処遇・安全確保・秘

密保持等 
 

� サービス内容・手続の説明と同意 第８条第１項（準用する場合を含む。）、

第１０５条の８第１項、第１２５条第１項（準

用する場合を含む。） 

� サービス内容･手続の同意と契約の締結等 第１７８条第１項・第２項・第３項、第１９２

条の７第１項・第２項・第３項 

� サービス提供拒否の禁止 第９条（準用する場合を含む。）、第１７９

条第１項（準用する場合を含む。）・第２

項（準用する場合を含む。） 

� 同居家族に対するサービス提供の禁止 

（訪問介護、基準該当訪問介護、訪問看護       ） 

� 訪問介護員等・看護師等がその同居親族に対してサービス提供

することを禁止。  

第２５条、第４２条の２、第７１条 

従 

う 

べ 
き 
基 

準 

� 秘密保持等 

 

 

� 従業者が正当な理由なく業務上知りえた利用者やその家族の

秘密を漏らすことを禁止。従業者や退職者が秘密を漏らすことが

ないよう事業者が講ずる必要な措置。 

� 利用者やその家族の個人情報利用に関する事前の同意。  

第３３条（準用する場合を含む。） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、療養通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、

ユニット型短期入所生活介護、短期入所療養介護、

ユニット型短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、すべての基準該当居宅サービス 

特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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� 事故発生時の対応 

 

 

� 事故が発生した場合における市町村、当該利用者の家族、居宅

介護支援事業者等への連絡及び必要な措置。 

� 事故状況及び事故に際して採った処置を記録。 

� 賠償すべき事故が発生した場合の速やかな賠償。  

第３７条（準用する場合を含む。） 

� 主治医との関係 

（訪問看護                           ） 

第６９条（訪問看護計画書及び訪問看護

報告書の提出に係る部分を除く。） 

� 身体的拘束等の制限 

 

 

 

 

 

 
� 当該利用者や他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動制限を行う

ことを禁止。 

� やむを得ず身体的拘束等を行う場合における態様及び時間、

利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由を記録。  

第１２８条第４項（準用する場合を含

む。）・第５項（準用する場合を含む。）、

第１４０条の７第６項・第７項、第１４６条第

４項・第５項、第１５５条の６第６項・第７

項、第１８３条第４項（準用する場合を含

む。）・第５項（準用する場合を含む。） 

� 利用者の負担で行う従業者以外の者による介護の禁

止 

第１３０条第７項（準用する場合を含

む。）、第１４０条の８第８項、第１５０条第

６項、第１５５条の７第７項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 診療の方針 第１４８条（準用する場合を含む。） 

４．利用定員  

� 療養通所介護の利用定員 
� 利用定員は８人以下。  

第１０５条の６ 

� 短期入所生活介護・ユニット型短期入所生活介護の

利用定員 
� 特別養護老人ホームにおける空床利用の場合を除き、利用定

員は２０人以上（併設事業所の場合は、２０人未満も可）。 

※介護予防短期入所生活介護と一体的に運営されている場合は、指

定介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満たすものとみなさ

れる。 

第１２３条（準用する場合を含む。） 

標 

準 

と 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 基準該当短期入所生活介護の利用定員等 
� 利用定員は２０人未満。 

 ※基準該当介護予防短期入所生活介護と一体的に運営されている場

合は、基準該当介護予防サービスの基準を満たせば、上記を満た

すものとみなされる。 

第１４０条の２９ 

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護 

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

基準該当短期入所生活介護 

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護、基準該当短期入所生活介

護 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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５．基本方針  

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 事業の基本方針 第４条（準用する場合を含む。）、第４４条

（準用する場合を含む。）、第５９条、第７

５条、第８４条、第９２条（準用する場合を

含む。）、第１０５条の３、第１１０条、第１２

０条（準用する場合を含む。）、第１４０条

の３、第１４１条、第１５５条の３、第１７４

条、第１９２条の３、第１９３条（準用する

場合を含む。）、第２０７条 

６．設備及び備品等  

参 

酌 

す 

べ 
き 
基 

準 

� サービス提供に必要な設備・備品等 

 

 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーション 

 � 適当な広さを有する専用の区画・事務室その他の必要な設

備・備品 

居宅療養管理指導 

 � 病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション等で適当な広

さを有するほか、必要な設備・備品 

通所介護 

 � 食 道 及 び 機

能訓練室 

３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上。

食事や機能訓練に支障がなければ同一

の場所とすること可。 

 � 相談室 遮蔽物等の設備による相談内容の漏洩

防止。 

 � 静養室、事務室、消火設備等の非常災害設備その他の

必要な設備・備品 

原
則
と
し
て
専
用 

療養通所介護及び通所リハビリテーション（専用の部屋等以外） 

 � 消火設備等の非常災害設備その他の必要な設備・備品 

短期入所生活介護（居室以外） 

 � 建物の構造 耐火建築物。２階建又は平家建で一定の条

件に適合する場合は、準耐火建築物とする

こと可。平家建で特に安全性が確保されて

いると認められた場合は、木造とすること可。 

 � 食 道 及 び 機

能訓練室 

３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上。

食事や機能訓練に支障がなければ同一

の場所とすること可。 

 � 浴室、便所及

び洗面設備 

要介護者が入浴･使用するのに適したも

の。 

 � 静養室、介護職員室及び看護職員室その他の必要な設

備・備品 

 � 医務室、面談

室、調理室、

洗 濯 室 又 は

洗濯場、汚物

処 理 室 及 び

介護材料室 

他の社会福祉施設等の設備を利用する

ことにより利用者の処遇に支障がない場

合は、省略可。 

併
設
事
業
所
の
場
合
は
共
用
可 

 � 廊下 

 � 便所 

廊下幅は１．８m 以上（中廊下の場合は２．７

m 以上）。常夜灯の設置。 

 � 階段 緩やかな傾斜。 

 � 消火設備等の非常災害設備 

 � 傾斜路 ２階以上の階に居室、機能訓練室、食道、

浴室又は静養室がある場合は、エレベータ

がない限り、１以上設置。  

第７条、第４２条、第４７条、第５７条、第６

２条、第７７条、第８６条、第９５条、第１０

５条の７第３項、第１０８条、第１１２条第２

項・第３項、第１２４条（第３項第１号及び

第６項第１号ロを除く。）、第１４０条の４

（第６項第１号イ(３)を除く。）、第１４０条

の３０（第１項第１号及び第２項第１号ロを

除く。）、第１４３条（第１項第１号から第３

号まで及び第４号イを除く。）、第１５５条

の４第２項、第１７７条、第１９２条の６、第

１９６条（準用する場合を含む。）、第２１０

条 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

短期入所療養介護（療養室・病室以外） 

 介護老人保健施設の場合 

  � 介護老人保健施設として必要な建物構造、診察室、機能

訓練室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション･ルーム、

洗面所、便所、サービス･ステーション、調理室、洗濯室又

は洗濯場、汚物処理室、消火設備等の非常災害設備そ

の他の必要な設備・備品 

 介護療養型医療施設の場合 

  � 介護療養型医療施設として必要な廊下、機能訓練室、談

話室、食堂、浴室、消火設備等の非常災害設備その他の

必要な設備・備品 

 その他療養病床を有する病院又は診療所の場合 

  � 療養病床を有する病院又は診療所として必要な診察室、

手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤

所、給食施設、消毒施設、洗濯施設、機能訓練室、談話

室、食堂、浴室のほか、消火設備等の非常災害設備その

他の必要な設備・備品 

 その他の診療所の場合 

  � 食堂、浴室、機能訓練を行う場所、消火設備等の非常災

害設備その他の必要な設備・備品 

特定施設入所者生活介護 

 � 建物の構造 耐火建築物又は準耐火建築物。平家建で

特に安全性が確保されていると認められた

場合は、木造とすること可。 

 � 介護居室 一室の定員は１人（利用者の処遇上必要な

場合は２人）。プライバシー保護に配慮し介

護に適当な広さ。地階は不可。避難上有効

な出入口が１以上。 

 � 一時介護室 介護に適当な広さ。他に一時的な介護のた

めの室が確保されていれば省略可。 

 � 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したもの。 

 � 便所 居室のある階ごとに設置。非常用設備。 

 � 食堂 適当な広さ。 

 � 機能訓練室 適当な広さ。他に機能訓練を行う適当な場

所があれば省略可。 

 � 消火設備等の非常災害設備その他の必要な設備・備品 

福祉用具貸与 

 � 福祉用具の保管及び消毒

のため必要な設備及び器材 

福祉用具の保管及び消毒を

他に委託する場合は省略可。 

 � 適当な広さを有する区画その他の必要な設備・備品 

特定福祉用具販売 

 � 適当な広さを有する区画その他の必要な設備・備品 

※ユニット型短期入所生活介護、ユニット型短期入所療養介護、外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護及び基準該当居宅サー

ビスについては省略。 

 

７．その他の運営に関する基準（主なもの）  

� サービス提供困難時の対応 第１０条（準用する場合を含む。）、第６３

条、第１７９条第３項（準用する場合を含

む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 受給資格等の確認 第１１条（準用する場合を含む。） 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 要介護認定の申請に係る援助 第１２条（準用する場合を含む。） 

� 心身の状況等の把握 第１３条（準用する場合を含む。）、第１０

５条の９、第１７９条第４項（準用する場合

を含む。） 

� 居宅介護支援事業者等との連携 第１４条（準用する場合を含む。）、第６４

条（準用する場合を含む。）、第１０５条の

１０、第１２６条第２項（準用する場合を含

む。）、第１４０条の３１ 

� 法定代理受領サービスを受けるための援助 第１５条（準用する場合を含む。）、第１８

０条（準用する場合を含む。） 

� 居宅サービス計画に沿ったサービス提供 第１６条（準用する場合を含む。） 

� 居宅サービス計画の変更等の援助 第１７条（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 身分証の携行 第１８条（準用する場合を含む。） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、療養通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、

ユニット型短期入所生活介護、短期入所療養介護、

ユニット型短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、すべての基準該当居宅サービス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、通所介護、療養通所介護、通所リハビリテ

ーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、基準

該当訪問介護、基準該当訪問入浴介護、基準該当

通所介護、基準該当福祉用具貸与 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、療養通所

介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、

ユニット型短期入所生活介護、短期入所療養介護、

ユニット型短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、すべての基準該当居宅サービス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、通所介護、療養通所介護、通所リハビリテ

ーション、短期入所生活介護、ユニット型短期入所生

活介護、短期入所療養介護、ユニット型短期入所療

養介護、特定施設入居者生活介護、外部サービス利

用型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、基準該当訪問介護、基準該当訪問

入浴介護、基準該当福祉用具貸与 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� サービス提供の記録 第１９条（準用する場合を含む。）、第１８

１条（準用する場合を含む。）、第２１１条 

� 利用料等の受領 第２０条（準用する場合を含む。）、第４８

条（準用する場合を含む。）、第６６条、

第７８条、第８７条、第９６条（準用する場

合を含む。）、第１２７条（準用する場合を

含む。）、第１４０条の６、第１４５条、第１５

５条の５、第１８２条（準用する場合を含

む。）、第１９７条（準用する場合を含

む。）、第２１２条 

� 保険給付のための証明書等の交付 第２１条（準用する場合を含む。）、第２１

３条 

� サービスの基本取扱方針、具体的取扱方針等 第２２条（準用する場合を含む。）、第２３

条（準用する場合を含む。）、第４９条（準

用する場合を含む。）、第５０条（第４号を

除き、準用する場合を含む。）、第６７条、

第６８条、第７９条、第８０条、第８８条、第

８ ９ 条 、 第 ９ ７ 条 （ 準用 する 場 合を 含

む 。 ） 、 第 ９ ８ 条 （ 準 用 す る 場 合 を 含

む。）、第１０５条の１１、第１１３条、第１１

４条、第１２８条（第４項を除き、準用する

場合を含む。）、第１４０条の７（第６項及

び第７項を除く。）、第１４６条（第４項及

び第５項を除く。）、第１５５条の６（第６項

及び第７項を除く。）、第１８３条（第４項

及び第５項を除き、準用する場合を含

む。）、第１９８条（準用する場合を含

む。）、第１９９条（準用する場合を含

む。）、第２１４条 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� サービス計画等の作成 第２４条（準用する場合を含む。）、第７０

条、第８１条、第９９条（準用する場合を

含む。）、第１０５条の１２、第１１５条、第１

２９条（準用する場合を含む。）、第１４７

条（準用する場合を含む。）、第１８４条

（準用する場合を含む。）、第１９９条の２

（準用する場合を含む。）、第２１４条の２ 

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所

介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期

入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、短期

入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、特定

施設入居者生活介護、外部サービス利用型特定施

設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具

販売、基準該当訪問介護、基準該当通所介護、基準

該当短期入所生活介護、基準該当福祉用具貸与 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 利用者に関する市町村への通知 第２６条（準用する場合を含む。） 

� 緊急時等の対応 第２７条（準用する場合を含む。）、第５１

条（準用する場合を含む。）、第７２条、

第１０５条の１３、第１３６条（準用する場

合を含む。） 

� 管理者等の責務 第２８条（準用する場合を含む。）、第５２

条（準用する場合を含む。）、第１０５条の

１４、第１１６条 

� 運営規程 第２９条（準用する場合を含む。）、第５３

条（準用する場合を含む。）、第７３条、

第８２条、第９０条、第１００条（準用する

場合を含む。）、第１０５条の１５、第１１７

条、第１３７条（準用する場合を含む。）、

第１４０条の１１、第１５３条、第１５５条の１

０、第１８９条、第１９２条の９、第２００条

（準用する場合を含む。） 

� 介護サービスの提供等 第２９条の２、第１３０条（第６項及び第７

項を除き、準用する場合を含む。）、第１

４０条の８（第７項及び第８項を除く。）、

第１５０条（第６項を除く。）、第１５５条の７

（第７項を除く。）、第１８５条 

� 受託居宅サービスの提供、受託居宅サービス事業者

への委託 

（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護    ） 

第１９２条の８、第１９２条の１０ 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 食事 第１３１条（準用する場合を含む。）、第１

４０条の９、第１５１条、第１５５条の８ 短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

基準該当短期入所生活介護 

訪問介護、短期入所生活介護、ユニット型短期入所

生活介護、短期入所療養介護、ユニット型短期入所

療養介護、特定施設入居者生活介護、基準該当短

期入所生活介護 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、療

養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活

介護、ユニット型短期入所生活介護、特定施設入居

者生活介護、外部サービス利用型特定施設入居者

生活介護、基準該当訪問介護、基準該当訪問入浴

介護、基準該当通所介護、基準該当短期入所生活

介護 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 機能訓練、健康管理、相談及び援助 第１３２条（準用する場合を含む。）、第１

３３条（準用する場合を含む。）、第１３４

条（準用する場合を含む。）、第１４９条

（準用する場合を含む。）、第１８６条、第

１８７条（準用する場合を含む。） 

� その他のサービスの提供、家族との連携 第１３５条（準用する場合を含む。）、第１

４０条の１０、第１５２条、第１５５条の９、第

１８８条（準用する場合を含む。） 

� 勤務体制、適切な研修機会の確保 第３０条（準用する場合を含む。）、第１０

１条（準用する場合を含む。）、第１４０条

の１１の２第１項・第４項、第１５５条の１０

の２第１項・第４項、第１９０条（準用する

場合を含む。）、第２０１条（準用する場合

を含む。） 

� 定員の遵守 第１０２条（準用する場合を含む。）、第１

３８条（準用する場合を含む。）、第１４０

条の１２、第１５４条、第１５５条の１１ 

� 非常災害対策 第１０３条（準用する場合を含む。） 

� 福祉用具の取扱種目 第２０２条（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 衛生管理 

 

 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、基準該当訪問介護及び

基準該当訪問入浴介護 

 � 従業員の清潔保持及び健康状態に関する必要な管理。 

 � 利用者が使用する施設及び設備等の衛生的な管理。  

第３１条（準用する場合を含む。）、第１０

４条（準用する場合を含む。）、第１１８条

（準用する場合を含む。）、第２０３条（準

用する場合を含む。） 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

福祉用具貸与、特定福祉用具販売、基準該当福祉

用具貸与 

通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護、基準該当通所介護、基準

該当短期入所生活介護 

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護、基準該当短期入所生活介

護 

通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

基準該当短期入所生活介護 

短期入所生活介護、ユニット型短期入所生活介護、

短期入所療養介護、ユニット型短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型特

定施設入居者生活介護、基準該当短期入所生活介

護 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

通所介護、療養通所介護、短期入所生活介護、ユニット型短期

入所生活介護、特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型

特定施設入居者生活介護、基準該当通所介護及び基準該当短期

入所生活介護 

 � 利用者が使用する施設、食器その他の設備や飲用水の衛生

的な管理又は衛生上必要な措置 

 � 感染症の発生及びまん延防止のため必要な措置。 

通所リハビリテーション、短期入所療養介護及びユニット型短

期入所療養介護 

 � 利用者が使用する施設、食器その他の設備や飲用水の衛生

的な管理又は衛生上必要な措置 

 � 医薬品や医療機器の適正な管理。 

 � 感染症の発生及びまん延防止のため必要な措置。 

福祉用具貸与及び基準該当福祉用具貸与 

 � 従業員の清潔保持及び健康状態に関する必要な管理。 

 � 回収した福祉用具の適切かつ速やかな消毒及び未消毒の福

祉用具との分別保管。 

 � 福祉用具の保管及び消毒の委託等及び委託業務の定期的

確認と記録。 

 � 利用者が使用する施設及び設備等の衛生的な管理。  

 

 

� 掲示等 第３２条（準用する場合を含む。）、第２０

４条（準用する場合を含む。） 

� 広告 第３４条（準用する場合を含む。） 

� 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 第３５条（準用する場合を含む。） 

� 苦情処理 第３６条（準用する場合を含む。） 

� 地域との連携等 第３６条の２（準用する場合を含む。）、第

１３９条（準用する場合を含む。）、第１９１

条の２（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 会計の区分 第３８条（準用する場合を含む。） 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、療

養通所介護、短期入所生活介護、ユニット型短期入

所生活介護、特定施設入居者生活介護、外部サー

ビス利用型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、すべての基準該当居宅サ

ービス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 
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� 記録の整備 

 

 

� 次の記録を整備し、２年間保存。 

・ サービス提供プラン 

・ サービス提供記録 

・ 利用者に関する市町村への通知に関する記録 

・ 苦情内容等に関する記録 

・ 事故状況、事故処理等に関する記録 

※各サービスに特有の記録については省略。 

第３９条（準用する場合を含む。）、第５３

条の２（準用する場合を含む。）、第７３条

の２、第８２条の２、第９０条の２、第１０４

条の２（準用する場合を含む。）、第１０５

条の１８、第１１８条の２、第１３９条の２

（準用する場合を含む。）、第１５４条の２

（準用する場合を含む。）、第１９１条の

３、第１９２条の１１、第２０４条の２（準用

する場合を含む。）、第２１５条 

 

すべての居宅サービス、すべての基準該当居宅サー

ビス 


